
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

新年、あけましておめでとうございます。毎日厳しい寒さに見舞われていますが、みなさま

いかがお過ごしでしょうか。「笑いは副作用のない栄養剤」と言いますから、今年も笑顔を絶や

すことなく過ごしていけたらいいですね。本年も、ほくほくプラザをどうぞよろしくお願いい

たします。 

ほ く ほ く プ ラ ザ ご 利 用 案 内 ♪ 

ほくほく相談室 

・人権相談 ・困りごと ・心配ごと 

・子育ての悩みなど 
 

お気軽にご相談ください。悩みをお聞き

し、関係機関などの紹介や問題解決に向けて

一緒に考えます。 

プライバシーはお守りしますのでご安心下

さい。 

 

開 館 時 間 

□月    13：00～19：00 
（9：00～12：00）    （13：00～17：15） 

□火□水□木□金    9：00～12：00 13：00～19：00 

（9：00～12：00）    （13：00～17：15） 

     □土 ・□日    9：00～12：00 13：00～17：15 

※学校長期休業日は（ ）の時間に変更します。 

【休館日】祝日・12/29～1/3 

 

【貸館について】 短時間からお申込み OK 

ほくほくプラザでは、貸館をおこなっています。親子会、

子育てサークル、ママ会、卓球練習、趣味活動などで利用

されています。ご希望の方は事前申込みが必要ですので

職員にお声かけください。 

 9時～正午 13時～17時 17時～22時 

会議室 220 円 220 円 440 円 

会議室以外 160 円 160 円 330 円 

備 考 
延長料は、1時間につき 110円       

（30分以上経過で 1時間とする） 
 

※無料の場合もありますのでお問い合わせください。 

図書室をご利用ください 

ほくほくプラザの図書室には絵本や図鑑、

小説、子育てに関する本など約２６００冊あ

り、２階資料室には人権に関する本が約３５０

冊あります。 

１人２冊まで、１週間借りることができます。

借りる時、返す時には職員に声をかけてくだ

さいね。 

読書の他にも、勉強や趣味 

などでもご利用いただけます♪ 

もちつきとおしゃべりサロン 
 １２月１５日(日)に、おしゃべりサロンでお餅つきを行いました。お

餅は機械でつき、つきあがったお餅を子どもから高齢者までみんなで

ひとつひとつこねて丸めました。つきたてのお餅を手にした子どもた

ちは「あったかい～」とにぎやかにしており、その様子を大人の方が見

て楽しんでおられました。 

 今回はきなことぜんざいでお餅を食べました。参加した子どもたちに「何個

食べた？」と聞くと「３個だけ食べた」とまだまだ食べられそうな回答でした。 

高齢者にとっては普段子どもとの関わりがほとんどないため、子どもたちと

過ごす時間がとても楽しかったようです。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 水 元日／休館 

2 木 休館 

3 金 休館 

4 土  

5 日  

 6 月  

7 火

価 
○児 「お正月遊び」 

8 水  

9 木  

10 金  

11 土 習字教室 

12 日 絵本の読み聞かせ会 

13 月 成人の日／休館 

14 火  

15 水  

16 木  

17 金 おしゃべりサロン 

18 土  

19 日  

20 月 午前休館 

21 火  

22 水  

23 木  

24 金  

25 土 
習字教室 

○児 「恵方巻を作ろう！」 

26 日  

27 月 午前休館 

28 火  

29 水  

30 木  

31 金  
 

※行事の申し込みが終了している場合もあります。 

詳しくは、ほくほくプラザ（３７－４６７６）まで 

 

 

ほくほく
ポイント
対象事業 カード遊びと 

おしゃべりサロン 
1 月17 日(金)9：00～11：00 

かるたやトランプを使って遊びます。 

そのあと会話も楽しみましょう！ 

どなたでもご参加できます♪ 

 

●子育て応援 

ポイントシール 

●ほくほくポイント 

どちらか選べます 

 

【お願い】ご不要になった子ども服やおもちゃ、ベビー用品があればお譲りください。 

開館時間 

9 時～17 時 15 分 

 

分かりやすいじんけんの話を開催しました！ 
 

 １２月１３日(金)に、「おたがい様、おかげ様 みんなの力でつながろう～変わろう自分、ともに差

別や偏見をなくすために～」と題して、鳥取県ジェンダー平等をすすめるネットワーク副会長の山下

さんを講師にお迎えし、講演をしていただきました。 

 １９８５年に男女雇用機会均等法ができ、女性も長時間労働ができるようになったが、家事の負担

労働は相変わらずあり、結局は働く女性に負担を押し付けただけではないのかと思われたそうです。

ようやく働き方改革で短時間労働など少しずつ色々なことを変えてくる途中にはありますが、それで 
もまだまだ女性の家事・育児労働は大きいです。その後、

育児休業法や育児介護休業法ができても守られるのは公

務員や大手企業です。しかし、それでも法律は人の意識を

変えると山下さんはお話されました。 

一人の人にふりかかる人権問題は、一つだけではなく、

女性だとか男性だとか、それ以上にもしかしたら自分自身

にも当事者として降りかかってくるかもしれないと思っ

てほしいそうです。共に声を上げることで社会は変わって

いきます。今回参加された方がお話を聞き、自分はこれか

らどう生きていこうかと考えるきっかけになったと思い

ます。 

 


